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○ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（抄） 

 

(事業所の所有事業者等) 

第四条の四 条例第五条の八第二項に規定する当該事業所の事業活動に伴う温室効果ガスの排出につ

いて責任を有する者として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 当該事業所が区分所有されている場合における当該事業所の管理組合法人(建物の区分所有等に

関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人をいう。) 

二 当該事業所が信託されている場合における当該信託の受益者 

三 当該事業所を所有する事業者が特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五

号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事

業を営む事業体をいう。以下同じ。)である場合において、当該特別目的会社から、当該事業所の

事業活動に伴う特定温室効果ガスの排出に係る主要な設備等の設置又は更新(以下この条及び第

四条の二十一の四において「設備更新等」という。)に係る業務を委託されたもの 

四 当該事業所が信託されている場合において、当該信託の受託者に対する当該事業所の設備更新

等に係る指図の権限を当該信託の受益者から委託された者 

五 当該事業所が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法

律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の対象となった事業所である場合における当該

特定事業に係る同条第五項の選定事業者 

六 当該事業所の特定温室効果ガス排出量(次項の届出の日の属する年度の前年度の四月から当該

届出の日の属する月の前月までの間で当該届出を行う者が選択する連続する十二箇月の特定温室

効果ガス排出量とする。以下この号において同じ。)の五割以上を、当該事業所の使用に伴い排出

している事業者(二以上の事業者(当該事業所の特定温室効果ガス排出量の一割以上を、当該事業

所の使用に伴い排出している事業者に限る。)が当該事業所の使用に伴い排出している特定温室効

果ガス排出量の合計が五割以上である場合にあっては、当該二以上の事業者)又は特定テナント等

事業者。ただし、当該事業所を所有している事業者又は前各号若しくは次号に掲げる者と合わせ

て温室効果ガスの排出について責任を有する者となるときに限る。 

七 前各号に掲げるもののほか、当該事業所を所有している事業者との契約等により当該事業所の

設備更新等の権限を有すると知事が認める者 

 

(環境価値換算量) 

第四条の十ニ 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める再生可能エネルギーは、太

陽光、風力、水力、バイオマスを熱源とする熱及び地熱とする。ただし、規模、方法等について知

事が別に定める発電又は熱利用に用いられるものに限る。 

２ 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により算定する量は、前項の再生

可能エネルギーを変換して発電する設備による発電量から、当該発電のために使用した電力量及び

当該発電のために補助的に使用した燃料による発電量を減じた量のうち、当該事業者がその電気等

の環境価値を保有していると知事が認める量とする。 

３ 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により特定温室効果ガス排出量の 

削減量に換算した量は、次の表の第一欄に掲げる電気等環境価値保有量の区分に応じ、当該第二欄

に定める量に、当該第三欄に定める係数を乗じ、これに第四欄に定める割合を乗じて得た量（第一

項に規定する再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱を発生させた者が当該電気又は熱 

を自ら使用する場合において、当該電気又は熱の使用量を特定温室効果ガス排出量から控除したと
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きは、当該控除した量を除く。）とする。 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

電気に係る電気等環境

価値保有量 

電気等環境価値保有量

（千キロワット時で表

した量をいう。） 

電気の千キロワット時

当たりの使用に伴い排

出されるトンで表した

二酸化炭素の量として

知事が別に定める係数 

知事が別に定める電気

等環境価値保有量にあ

っては百分の百五十、

それ以外の電気等環境

価値保有量にあっては

百分の百 熱に係る電気等環境価

値保有量 

電気等環境価値保有量

（ギガジュールで表し

た量をいう。） 

熱の一ギガジュール当

たりの使用に伴い排出

されるトンで表した二

酸化炭素の量として知

事が別に定める係数 

 

(その他削減量) 

第四条の十三 条例第五条の十一第一項第二号カに規定する規則で定めるものは、次の量とする。た

だし、その他削減量の利用状況等を勘案して知事が別に定める量を除くものとする。 

 一 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則（平成十四年経済産業省

令第百十九号）第一条第二項に規定する新エネルギー等電気相当量（規模、方法等について知事

が別に定める発電によるものに限る。）を前条第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減

量に換算した量 

 二 知事が認める機関が認証し、口座その他これに類似するもの（以下「口座等」という。）に記録

された電気等環境価値保有量（規模、方法等について知事が別に定める発電又は熱利用によるも

のに限る。）を前条第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量  

 （以下余白） 

 

(基準排出量) 

第四条の十七 条例第五条の十三第一項第一号に規定する規則で定める期間及び規則で定める方法に

より算定する量は、平成十四年度から平成十九年度までの間で特定地球温暖化対策事業者が選択す

る連続する三箇年度(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出

量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度)の特定

温室効果ガス年度排出量の平均の量とする。 

２ 条例第五条の十三第一項第二号アに規定する規則で定める期間及び規則で定める方法により算定

する量は、削減義務期間の開始の年度の四箇年度前の年度から前年度までの間で特定地球温暖化対

策事業者が選択する連続する三箇年度(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温

室効果ガス年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を

除く二箇年度)の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量とする。 

３ 条例第五条の十三第一項第二号イに規定する規則で定める方法により算定する量は、特定地球温 

暖化対策事業所の用途別に当該用途における特定温室効果ガス年度排出量に相当程度影響を与える

事業活動の規模を表すものとして知事が別に定める床面積その他の指標(以下「排出活動指標」とい

う。)の当該特定地球温暖化対策事業所における値(以下「排出活動指標値」という。)に、事業所の

用途、規模等について当該特定地球温暖化対策事業所と同じ特性を有する事業所の標準的な排出活

動指標の値一単位当たりの特定温室効果ガス年度排出量として知事が別に定める値(以下「排出標準
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原単位」という。)を乗じて得た量とする。 

 

(削減義務量の加重) 

第五条の四 条例第八条の五第一項第一号に規定する規則で定める値は、十分の三とする。 

  

 


